
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳥取海区漁場計画（素案）及び鳥取県内水面漁場計画（素案）の閲覧方法 
・県庁漁業調整課のウェブページからダウンロードできるほか、県庁県民参画協働課、各総合事務所 

県民福祉局、日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎、県立図書館および各市町村役場でも 

閲覧できます。 

ウェブページのアドレス：https://www.pref.tottori.lg.jp/308836.htm 
・郵送をご希望される方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 
 
応募方法 
・電子メール、郵送またはファクシミリ、意見箱への投函（上記
県の機関）のいずれでも応募できます。 

・提出される様式は、このチラシ（裏面）または上記 HP からダ
ウンロードしていただき提出してください。 

 
結果の公表 
いただいたご意見への対応については、後日、とりまとめてウェブペ

ージ等で公表します。 

応募期限： 

３月７日（火）必着 

（郵送の場合３月７日の消印有効） 

県は、海面（内水面）の総合的な利用等を図り、漁業生産力を発展させることを目的として、漁業
法（以下、「法」という。）第６２条及び第６７条の規定に基づき、５年ごとに漁業権の具体的な免
許内容等を定めた漁場計画を作成しています。 
令和５年８月３１日で、県内のすべての漁業権の存続期間（１０年間又は５年間）が満了するため、

次期漁業権の内容を定める漁場計画の素案をとりまとめました。 
この漁場計画の素案について、法第６４条第１項（法第６７条第２項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき、当該水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他利害関係人の皆様の
ご意見を募集します。（意見の際は、当該事案に対し利害関係のあることを説明する必要があります。） 

  

構想［条例］（案）の概要  
【海面】鳥取海区漁場計画（素案） 
（１）漁業権に関する事項 
存続期間：令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで（１０年間） 

（区画漁業権、定置漁業権は令和１０年８月３１日までの５年間） 
漁業権 対象漁業種類等 件数（現件数） 主な検討の内容 

第一種共同漁業権 
（採貝採藻） 

あわび、さざえ等１８種 
（魚種は各地区で異なる） 

６件（６件） 魚種、漁業時期、漁
業の名称の見直し 

第一種区画漁業権 
（養殖） 

藻類垂下式養殖業、貝類垂下式
養殖業、魚類小割り式養殖業（
くろまぐろ養殖業を除く） 

１４件（１５件） 設定地区、漁業時期
、漁業の名称の見直
し 

定置漁業権 
（大型定置網） 

雑魚定置漁業 １件（１件） 変更なし 

（２）保全沿岸漁場に関する事項 設定しない。 
 
【内水面】鳥取県内水面漁場計画（素案） 
（１）漁業権に関する事項 

  存続期間：令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで（１０年間） 
（湖山池に係る漁業権は令和１０年８月３１日までの５年間） 
漁業権 対象漁業種類等（※） 件数（現件数） 主な検討の内容 

第一種共同漁業権 
（湖山池、東郷池） 

しじみ（やまとしじみ） ２件（２件） 魚種の見直し 

第五種共同漁業権 
（千代川、天神川、
日野川） 

あゆ、やまめ、いわな、あまご
、にじます、こい 
（日野川のみ）うなぎ 

３件（３件） 新たな魚種の設定
等の検討 
（変更なし） 

第五種共同漁業権 
（湖山池、東郷池） 

こい、ふな、うなぎ、わかさぎ
、しらうお、えび 
（東郷池のみ）ぼら、すずき 

２件（２件） 新たな魚種の設定
等の検討 
（変更なし） 

※「やまめ」には「さくらます」、「あまご」には「さつきます」を含む。 

 

「鳥取海区漁場計画（素案）」及び「鳥取県内

水面漁場計画（素案）」についてご意見をお寄せください！ 

 

《応募・問合せ先》 

鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課 

郵 送：〒680-8570（所在地記載不要） 

電 話：0857-26-7318 

ファクシミリ：0857-26-8131 

電子メール：gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp 

 

漁場計画（素案）の概要 



 
 
 
 
 
 
 
 

住所（所在地） 
 

氏名（名称）※１  電話番号  

電子メールアドレス  

該当計画 □鳥取海区漁場計画（素案） □鳥取県内水面漁場計画（素案） 

該当箇所 
※ 意見される計画の該当箇所をご記入ください 

利害関係※２ 
当該水面において、□漁業を営んでいる □漁業を営もうしている 

□その他（                        ） 

具体的な利害関係の内容（どういった利害関係を有するか） 

（例：○○漁業協同組合に所属し、○○号の区域において○○漁業を営んでいる。） 

 

 

※１ 法人にあっては、名称及び代表者氏名、担当者氏名を記入してください。 

※２ 漁業法施行規則第 22 条第２項の規定により、意見の際は、当該事案について利害関係のあることを疎明する必要があります。

利害関係人であることの疎明がない場合や当該事案への利害関係人でないと判断される場合には、意見として取り扱わないこと

があります。 

           ＊意見は別紙にも記載できますが、意見記載欄には「別紙のとおり」と記載し、 

別紙には提出者氏名を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございました。 

《応募先》 鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課 
〒６８０－８５７０（所在地記載不要） 
ファクシミリ：0857-26-8131  電子メール：gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp 

【「鳥取海区漁場計画（素案）」及び「鳥取県内水面漁場計

画（素案）」に対する意見応募用紙】  

ご意見記載欄 

応募期限：３月７日（火）必着（郵送の場合３月７日の消印有効） 
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鳥取海区漁場計画（素案）の主な検討内容 
                                                             令和５年２月１５日 

鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課 
 

本県海面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進し、水産資源の持続的な利用
を確保し、海面全体が最大限に活用される海区漁場計画を作成します。 

  それぞれの漁業権が、海面全体の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼさ
ないよう設定し、現に存する漁業権については、漁場を適切かつ有効に活用している漁業者の利用を確保す
ることを優先し、現に漁業権が存しない水面について新たに漁業を免許する場合は、操業に支障なく、紛争
の防止が図られることを十分に確保します。 

  なお、適切かつ有効に活用されている活用漁業権については、類似漁業権（当該漁業権とおおむね等しい
と認められる漁業権）を設定します。 

 
１ 漁業権に関すること 
（１）第一種共同漁業（採貝採藻漁業） 
存続期間：令和５年９月１日から令和１５年８月３１日までの１０年間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

漁場の区域 距岸 1,500mもしくは距岸 2,000mまでの区域（ただし、泊漁港内、淀江漁港内、鳥取港内、赤碕港内、鳥取空港付近を除く） 

条   件 公共事業の円滑な実施に協力し、公益の確保に努めなければならない。 

 

【主な検討内容】 

・免許を受けた漁業協同組合が適切に漁場及び資源を管理することによって、漁場秩序の維持、水面の有効活用及び漁業生産

力の維持増大を図るものについて免許する。 

・対象水産動植物は、漁業生産上重要であり、漁業関係者による漁場及び資源の自治的かつ自主的な管理がなされている魚種

について設定する。 

番号 漁業の名称 検討の概要 

海共第６号 てんぐさ ・利用がなく、今後利用する見込みもないため、除外する。 

海共第３号 くろも ・漁協からの要望があり、漁獲実績も確認されたため、設定する。 

海共第５号 いがい ・漁協からの要望があり、漁獲実績も確認されたため、設定する。 

海共第８号 あわび、さざえ、い

がい、かき 

・漁業権区域内に境港の沖防波堤が延伸され、今後、磯根資源の漁場となる可能

性があり、漁協からも要望があるため、設定する。 

海共第１号 

～海共第５号 

くろも ・一部地域で、近年６月にも漁獲がなされていることから、漁業時期（2/1～5/31）

を１月延長し、6/30までとする。 

海共第３号 はまぐり ・漁業権に設定している「はまぐり」は標準和名「こたまがい」の本県沿岸域の

地方名称であり、一般的な「はまぐり」（鳥取県沖合での漁獲実態なし）とは

別種である。名称が曖昧で過去にトラブルが生じたことから、取締り対象を明

確にするため、標準和名の「こたまがい」へ変更する。 

海共第６号、

海共第２号 

はまぐり ・２地区より新規設定要望があったが、漁獲実態がないため設定しない。 

海共第１号、

海共第２号 

かめのて ・２地区より新規設定要望があったが、水揚げ金額が少額なため、設定しない。 

※ 既存の漁業について、上記以外の内容は、適切かつ有効な利用を確認したため、変更なし。 
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2/1-
6/30

6/6-
8/31

11/1-
5/31

2/1-
8/31

2/1-
6/30

3/1-
5/31

7/21-
8/31

4/1-
6/30

１号 岩美町～鳥取市福部町 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

２号
鳥取市（福部町、青谷
町を除く。）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇

３号
鳥取市青谷町、湯梨浜
町、北栄町

〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

５号
琴浦町、大山町、米子
市淀江町

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

６号
米子市（淀江町を除
く。）、日吉津村

〇 × 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇

８号 境港市 ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 〇 〇

※線を引いた太文字箇所が現行からの変更点（×は除外、◎は新規設定、▲は要望はあったが設定しないもの）

海
共
第

番号

漁業時期

漁業の名称（魚種）

1/1-12/31

漁場の位置
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（２）第一種区画漁業（養殖業） 
存続期間：令和５年９月１日から令和１０年８月３１日までの５年間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条   件 
（１）船舶の安全航行のため漁具標識を設置しなければならない。 ただし、夜間にあっては灯火による標識とする。 

（２）公共事業の円滑な実施に協力し、公益の確保に努めなければならない。 

 

【主な検討内容】 

・養殖業を推進し、港内等の未利用水面での漁業生産力の維持増大を図るため、意欲のある漁業者の希望等により、積極的に

免許する。 

地区 漁業の名称 検討の概要 

長和瀬漁港 

（青谷） 

わかめ養殖業 ・利用がなく、今後も利用する見込みもないため、除外する。 

「魚類小割り式養

殖業（くろまぐろ養

殖業を除く）」 

・県栽培漁業センターと連携しアジの養殖試験を実施しており、実用化の見込みが

あるため、設定する。 

平田漁港 

（淀江） 

のり養殖業 ・利用がなく、今後も利用する見込みもないため、除外する。 

全ての地区 全ての漁業 ・現場の取組みを阻害せず、漁業権者の意欲や柔軟な発想、環境の変化への柔軟な

対応により養殖漁業の一層の推進を図るため、「わかめ養殖業」を「藻類垂下式

養殖業」、「いわがき養殖業」を「貝類垂下式養殖業」、「魚類（魚種列記）小割り

式養殖業」を「魚類小割り式養殖業」とするなど、魚種を指定しないこととする。 

全ての地区 藻類垂下式養殖業 ・漁業時期を統一する。 

※ 既存の漁業について、上記以外の内容は、適切かつ有効な利用を確認したため、変更なし。 

 
（３）定置漁業（身網の最深部が水深２７m以深に設置される漁具を定置して営む漁業） 
存続期間：令和５年９月１日から令和１０年８月３１日までの５年間） 

 
 

 

条   件 
（１）船舶の安全航行のため漁具標識を設置しなければならない。ただし、夜間にあっては灯火による標識とする。 

（２）公共事業の円滑な実施に協力し、公益の確保に努めなければならない。 

 

【主な検討内容】 

・定置漁業は一定の漁獲量が確保でき、産地としての水産物供給体制を維持、強化が図られるため、漁業調整上、公益上の観

点から支障が無ければ意欲のある漁業協同組合又は経営者に積極的に免許を行う。 

・既存の漁業については、適切かつ有効な利用を確認したため、設定する。その他の地区から新規の要望はなかった。 

（身網が水深２７mより浅い水深に設置される定置漁業は本県漁業調整規則により「小型定置網漁業」として知事許可漁業に規

定しており、現在、外海では、浦富（２か所）、夏泊、泊、淀江の４地区（５か所）に許可。） 

番号 漁業の名称 漁業の時期 漁場の区域 現漁業権者 備考

海定第1号 雑魚定置漁業 1/1-12/31 大山町御来屋地先 鳥取県漁協（御来屋支所）変更なし

漁業の名称 漁業の時期
団体漁業権
又は個別漁
業権の別

番号 漁業の名称 漁業の時期

1、2号 藻類垂下式養殖業 10/21-4/30 個別漁業権 1、2号 わかめ養殖業 10/21-4/30 東漁港内 鳥取県漁協

3号 藻類垂下式養殖業 10/21-4/30 団体漁業権 3号 わかめ養殖業 10/21-4/30 田後漁港 田後漁協

4号 藻類垂下式養殖業 10/21-4/30 団体漁業権 4号 わかめ養殖業 11/1-3/31 岩戸漁港内 鳥取県漁協

5、6号 藻類垂下式養殖業 10/21-4/30 団体漁業権 5、6号 わかめ養殖業 11/1-3/31 船磯漁港 鳥取県漁協

7号 貝類垂下式養殖業 周年 団体漁業権 7号 いわがき養殖業 周年 船磯漁港 鳥取県漁協

8号 わかめ養殖業 周年 長和瀬漁港 鳥取県漁協 除外

8号
魚類小割り式養殖
業（くろまぐろ養
殖業を除く。）

周年 団体漁業権 長和瀬漁港 新規

9号 藻類垂下式養殖業 10/21-4/30 個別漁業権 9号 わかめ養殖業 11/1-4/30 泊漁港 鳥取県漁協

10、11号 藻類垂下式養殖業 10/21-4/30 団体漁業権 10、12号 わかめ養殖業 10/21-4/30 平田漁港 鳥取県漁協

11号 のり養殖業 10/21-4/30 平田漁港 鳥取県漁協 除外

12号 藻類垂下式養殖業 10/21-4/30 団体漁業権 13号 わかめ養殖業 10/21-4/30
大山町
平田地先

鳥取県漁協

13号
魚類小割り式養殖
業（くろまぐろ養
殖業を除く。）

周年 団体漁業権 14号

魚類（ぶり、ふ
ぐ、さば、ぎん
ざけ、あじ）小
割り式養殖業

周年 境港市地先 鳥取県漁協

14号 貝類垂下式養殖業 周年 団体漁業権 15号 いわがき養殖業 周年 境港市地先 鳥取県漁協

※　線を引いた太文字箇所が現行からの変更点
※　海区第８号以外はすべて類似漁業権として設定
※　区画漁業権はこれまで全て漁協に免許しているが、漁協が自営している地区は個別漁業権とし、それ以外を団体漁業権として設定

備考漁場の区域

旧

現漁業権者

-

-

新

海
区
第

番号
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２ 保全沿岸漁場に関する事項 
設定しない。 

 

【主な検討内容】 

・現在、県内では保全活動は漁協等の自主的な活動により行われており、漁協からの要望もないため設定しない。 

 

（参考） 
１ 漁業権について 

漁業権とは、都道府県知事の免許により設定される、一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的
に営むことのできる権利で、県が作成する漁場計画（漁場位置、漁業種類、漁業時期、存続期間等、漁業権
の具体的な免許内容等を定めるもの）に基づき漁協等に免許されます。 

  漁業権は、共同漁業権（採貝採藻など）、区画漁業権（養殖）、定置漁業権（大型定置網など）の３種類に
大別され、現在、本県では、共同漁業権６件と区画漁業権１５件、定置漁業権１件が設定されています。 

 
（１）共同漁業（存続期間：５年又は１０年） 
  一定の水面を関係地区の漁業者が共同に利用して営む漁業。 

・第一種共同漁業：藻類・貝類等の定着性の水産動植物を目的とする漁業 
・第三種共同漁業：特定海面において営む地びき網漁業等 

（２）区画漁業（存続期間：５年又は１０年） 
  一定の区域において営む養殖業。 
  ・わかめ養殖、のり養殖、かき養殖、魚類小割り式養殖など 

（３）定置漁業（存続期間：５年） 
  身網の設置される最深部の水深が２７ｍ以深の定置網漁業。 
 
 

漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用することから、漁業権者は、妨害排除請求権と妨害予
防請求権を有します。 
敷設もしくは使用中の漁具又は養殖施設のき損等により採捕又は養殖行為を妨害する行為や、漁場内にお

ける採捕又は養殖の目的物である水産動植物を採捕する行為、水質の汚濁や工作物の設置等によって漁場内
における採捕又は養殖の目的物たる水産動植物の棲息及び来遊等を阻害する行為などの漁業権に基づく漁業
を営む権利を侵害する行為は、法第１９５条に基づく漁業権侵害罪に該当することがあります。 

 
２ 漁場計画について 

漁場計画は、設定する漁業権の具体的な内容（漁場位置、漁業種類、漁業時期、存続期間等）等を定める
もので、このたびの漁場計画の作成は、70年ぶりの大改正として令和２年に施行された改正漁業法（※）に
基づき初めて行われます。 
これまで漁業権の免許が必要なたびに必要な漁業権の内容についてのみ作成していましたが、今後は、法

定の存続期間（５年もしくは１０年）の短い５年ごとに、すべての漁業権等の内容を対象とした一覧性のあ
る計画として作成します。 
これは、水面の総合的な利用や漁場利用の高度化を促進するため、一定の期間ごとに、漁場の環境、漁場

の利用状況、社会経済的状況、海況等の変化を踏まえ、計画を見直し、現状に適した計画とすることを目的
としています。 

※  改正漁業法では、￥漁場を適切かつ有効に活用している既存の漁業権者の漁場利用を確保しながら、円滑な規模拡大
や新規参入による生産性の向上や漁場の有効利用が図られることを目的として、漁業権等による水面利用に関する基
本的制度が見直され、透明性を確保したプロセスの下で制度が運用されるよう規定が整備 

 
（改正漁業法で規定された漁場計画に定める漁業権の内容の主な要件） 
 ・それぞれの漁業権が、当該海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼさない

ように設定。 
・適切かつ有効に活用されている漁業権（活用漁業権）があるときは、当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権（類
似漁業権）を設定。 

・活用漁業権が団体漁業権（※）であるときは、類似漁業権を団体漁業権として設定。 
・漁場の活用の現況、意見聴取後の検討の結果に照らし、団体漁業権として区画漁業権を設定することが、当該区画漁業権
に係る漁場における漁業生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権を設定。 

・存続期間を法定より短い期間を定める際は、漁業調整のため必要な範囲内であること。 
※  団体漁業権とは、共同漁業権及びその内容たる漁業を自ら営まない漁協等に免許される区画漁業権の総称であり、免

許を受けた漁協等が管理し、行使規則に基づき組合員に行使させる。団体漁業権以外の漁業権で、漁業権を有する者
が自らその内容たる漁業を営むものを個別漁業権という。 
改正漁業法により新たに定義され、団体漁業権・個別漁業権の別は、海区漁場計画の策定時に、漁場の活用の現況、
利害関係人等の意見聴取に対する検討結果等を踏まえ決定する。 

 
３ 今後のスケジュール（想定） 
  ①パブリックコメントの実施（R5.2.15～3.7、対象：利害関係人）・結果の公表（R5.3） 

②漁場計画案の作成、海区漁業調整委員会への諮問（R5.3）、委員会において公聴会開催の上、答申（R5.4） 
 ③漁場計画、漁業の免許予定日等の公示（R5.5） 
④免許の申請受付、審査（海区漁業調整委員会への諮問、答申）（R5.6～8） 
⑤免許（漁業権の取得）（R5.9.1） 

＜定置漁業＞ 
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鳥取県内水面漁場計画（素案）の主な検討内容 
                                                             令和５年２月１５日 

鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課 

 

本県内水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進し、水産資源の持続的な利
用を確保し、内水面全体が最大限に活用される漁場計画を作成します。 
それぞれの漁業権が、内水面全体の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼ

さないよう設定し、現に存する漁業権については、漁場を適切かつ有効に活用している漁業者の利用を確保
することを優先し、現に漁業権が存しない水面について新たに漁業を免許する場合は、操業に支障なく、紛
争の防止が図られることを十分に確保します。 
なお、適切かつ有効に活用されている活用漁業権については、類似漁業権（当該漁業権とおおむね等しい

と認められる漁業権）を設定します。 
 
１ 漁業権に関する事項 
（１）第一種共同漁業（採貝採藻漁業） 
存続期間 令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで（湖山池は令和１０年８月３１日） 

番号 漁業の名称 漁場の区域 現漁業権者 備考 

内共第４号 しじみ（やまとしじみ） 湖山池 湖山池漁協 短期免許（5年） 

内共第５号 しじみ（やまとしじみ）、ごかい 東郷池 東郷湖漁協 魚種の見直し 

 

【主な検討内容】 

・免許を受けた漁業協同組合が適切に漁場及び資源を管理することによって、漁場秩序の維持、水面の有効活用及び漁業生産

力の維持増大を図るものについて免許する。 

・対象水産動植物は、漁業生産上重要であり、漁業関係者による漁場及び資源の自治的かつ自主的な管理がなされている魚種

について設定する。 

・東郷池の「ごかい」について、利用がなく、今後も利用する見込みもないため、除外する。 

・「ごかい」以外は、湖山池、東郷池ともに「しじみ（やまとしじみ）」のみ。適切かつ有効な利用を確認したため、設定する。 

・湖山池について、10 年間の通常免許の希望があったが、次の理由により短期免許を計画。 

⇒ 湖山池は汽水化により汽水・海水種は増加したが、漁業権対象種は主に淡水種又は回遊種であり、汽水化後に減少に転

じた魚種が多い。湖内環境の変化に対応した効果的な増殖方法への見直しや漁業実態の変化にも柔軟に対応する必要があ

るため短期免許とする。 

（湖山池に設定する漁業権は、塩分導入により、池内の状況が変化しつつあるため、H25 より５年間の短期免許としている。） 

 
（２）第五種共同漁業（あゆ、渓流魚など組合員以外の遊漁者等も採捕する漁業） 
存続期間 令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで（湖山池は令和１０年８月３１日） 

番号 漁業の名称（※） 漁場の

区域 

現漁業権者 備考 

内共第１号 あゆ、やまめ、いわな、あまご、にじます、こい 千代川 千代川漁協  

内共第２号 あゆ、やまめ、いわな、あまご、にじます、こい 天神川 天神川漁協  

内共第３号 あゆ、やまめ、いわな、あまご、にじます、こい、

うなぎ 

日野川 日野川水系

漁協 

 

内共第４号 こい、ふな、うなぎ、わかさぎ、しらうお、えび 湖山池 湖山池漁協 短期免許（5年） 

内共第５号 こい、ふな、うなぎ、わかさぎ、しらうお、えび、

ぼら、すずき 

東郷池 東郷湖漁協  

※ 「やまめ」には「さくらます」を含む。「あまご」には「さつきます」を含む。 

条   件 

・生態系保全の観点から、特定魚種の大量放流を防止するため、放流量は鳥取県内水面漁場管理委員会が毎年定める増殖目標量を原則とする。 

 

【主な検討内容】 

・内水面において営む漁業であって、第一種共同漁業に該当しないもので漁協に免許され、免許を受けた漁協には対象水産動

物の増殖と適切な漁場の管理の義務が課せられる。 

・漁業生産上重要であり、かつ増殖行為が行われ、採捕者が多数いることから資源保護の必要性が高い魚種を設定する。 

地区 漁業の名称 検討の概要 

千代川 ぶらうんとら

うと 

・一部水域に移入しており、今後遊漁者が増える可能性があることから新規の設定

要望があったが、「水産分野における産業管理外来種（※）」ではあるが、増殖義

務を伴う第五種共同漁業権の新規設定による増殖行為により、生態系等に被害を

及ぼすおそれがあるため、増殖行為は適切でなく、新たな設定は行わない。 

※ ニジマス、ブラウントラウト、レイクトラウトの３魚種が分類。外来生物法の

規制はないが、生態系や水産業に被害を及ぼすおそれがあるため、外来種被害予

防三原則「入れない、捨てない、拡げない」を守ることが必要。 
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地区 漁業の名称 検討の概要 

湖山池 ぼら、すずき ・遊漁者が増加し、網漁具に絡まるなどして漁業に影響が出ているため、採捕者の

一定の管理が必要なこと、また、若い組合員が増え、シジミだけでない漁業振興

を図りたいとの思いから再設定（H25 に漁業権から除外）の要望があったが、

現時点、出荷量は多くなく漁業生産上の重要性は低いこと、増殖行為についても

手法の検討が必要なことから設定しない。 

・遊漁者との利用調整については、必要に応じて内水面漁場管理委員会の指示等に

より対応を検討する。 

 全ての漁業 ・10 年間の通常免許の希望があったが、次の理由により短期免許を計画。 

⇒ 湖山池は汽水化により汽水・海水種は増加したが、漁業権対象種は主に淡

水種又は回遊種であり、汽水化後に減少に転じた魚種が多い。湖内環境の変

化に対応した効果的な増殖方法への見直しや漁業実態の変化にも柔軟に対応

する必要があるため短期免許とする。 

※ 湖山池に設定する漁業権は、塩分導入により、池内の状況が変化しつつある

ため、H25より５年間の短期免許としている。 

※ 既存の漁業について、上記以外の内容は、適切かつ有効な利用を確認したため、変更なし。  
 
（参考） 
１ 漁業権について 

漁業権とは、都道府県知事の免許により設定される、一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的
に営むことのできる権利で、県が作成する漁場計画（漁場位置、漁業種類、漁業時期、存続期間等、漁業権
の具体的な免許内容を定めるもの）に基づき漁協等に免許されます。 

  現在、本県の内水面では、共同漁業権７件（第一種（採貝採藻）、第五種（あゆ、渓流魚など組合員以外の
遊漁者等も採捕する漁業）が設定されています。 

 
  【第一種共同漁業】…対象水産動植物について、漁協組合員が採捕 

藻類、貝類等を目的とする漁業。 
 
  【第五種共同漁業】…対象水産動物について、漁協組合員、遊漁者が採捕 

内水面において営む漁業で第一種共同漁業に該当しないもの。漁協に免許され、免許を受けた漁協には対象水産動物
の増殖と適切な漁場の管理の義務が課せられる。 
これは、内水面が一般に、自然的豊度が低く、立地条件等から水産動植物の採捕が容易なため、多数の採捕者による

乱獲により資源が枯渇するおそれが大きいこと、そこを生業の場とする漁業者の数が少なく、また、主に兼業として営
んでいる者が多く、漁協の組合員以外の採捕者（遊漁者等）も多いことから、漁協が適切に漁場及び資源を管理し、漁
業者、採捕者、遊漁者及び地域住民による利用の調和などの漁場秩序の維持、水面の有効活用及び内水面の資源の維持
増大による漁業生産力の維持増大を図り、内水面の資源的価値を高めようとするものである。 

 
漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用することから、漁業権者は、妨害排除請求権と妨害予

防請求権を有します。 
敷設もしくは使用中の漁具のき損等により採捕を妨害する行為や、漁場内における採捕の目的物である水

産動植物を採捕する行為、水質の汚濁や工作物の設置等によって漁場内における採捕の目的物たる水産動植
物の棲息及び来遊等を阻害する行為など、漁業権に基づく漁業を営む権利を侵害する行為は、法第１９５条
に基づく漁業権侵害罪に該当することがあります。 

 
２ 漁場計画について 

漁場計画は、設定する漁業権の具体的な内容（漁場位置、漁業種類、漁業時期、存続期間等）を定めるも
ので、このたびの漁場計画の作成は、70年ぶりの大改正として令和２年に施行された改正漁業法（※）に基
づき初めて行われます。 
これまで漁業権の免許が必要なたびに必要な漁業権の内容についてのみ作成していましたが、今後は、法

定の存続期間（５年もしくは１０年）の短い５年ごとに、すべての漁業権等の内容を対象とした一覧性のあ
る計画として作成します。 
これは、水面の総合的な利用や漁場利用の高度化を促進するため、一定の期間ごとに、漁場の環境、漁場

の利用状況、社会経済的状況、水域環境等の変化を踏まえ、計画を見直し、現状に適した計画とすることを
目的としています。 

※  改正漁業法では、漁場を適切かつ有効に活用している既存の漁業権者の漁場利用を確保しながら、円滑な規模拡大や
新規参入による生産性の向上や漁場の有効利用が図られることを目的として、漁業権等の海面利用に関する基本的制
度が見直され、透明性を確保したプロセスの下で制度が運用されるよう規定が整備 

 
（改正漁業法で規定された漁場計画に定める漁業権の内容の主な要件） 
・それぞれの漁業権が、管轄する水面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼさないように設定。 
・適切かつ有効に活用されている漁業権（活用漁業権）があるときは、当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権（類似
漁業権）を設定。 

 
３ 今後のスケジュール（想定） 
  ①パブリックコメントの実施（R5.2.15～3.7、対象：利害関係人）・結果の公表（R5.3） 

②漁場計画案の作成、内水面漁場管理委員会への諮問（R5.3）、委員会において公聴会開催の上、答申（R5.4） 
 ③漁場計画、漁業の免許予定日等の公示（R5.5） 
④免許の申請受付、審査（内水面漁場管理委員会への諮問、答申）（R5.6～8） 
⑤免許（漁業権の取得）（R5.9.1） 


